
（添付資料 Ｃ）

１．総括コーディネーター経歴書

氏名 生年月日

保有資格

２．従事者名簿
a. b. c. d. e. f. h. i. j.

専従
g.キャ
リコン

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）
（記入上の注意）

・総括コーディネーターは、サポステを統括するものとして必ず1名配置すること。

・採用予定などで未定の場合は、その旨記載すること。

・「a.職名」欄は、以下①～⑦から一つ選ぶこと。なお兼務している場合は最も従事時間の多い業務を選ぶこと。

　　　　①総括コーディネーター、②キャリアコンサルタント、③相談支援員、④ステップアップ支援員、⑤情報管理員、⑥チャレンジ体験コーディネーター、

　　　　⑦その他地方自治体業務従事者

・「c.勤務形態」欄はサポステにおける勤務の常勤／非常勤の別を記入。

・「d.従事内容」欄は、以下①～⑦から選ぶこと（複数回答可）。「⑦その他」を選択した場合は備考欄にて具体的な従事内容を記入すること。

　　　　①総括業務、②相談支援業務、③ステップアップ支援業務、④情報管理業務、⑤チャレンジ体験業務、⑥地方自治体業務、⑦その他（具体的に）

・「e.専従」欄は、サポステ専従者のみ○印を付けること。なお、「サポステ専従」とは、他の委託事業や団体事業等に一切従事していないことを指す。

・「ｆ.保有資格」欄はサポステ業務に関係する保有資格を記入し、キャリアコンサルタント資格を有する者は、「ｇ.キャリコン」欄に、①又は②を記入すること。

 　　　①キャリア・コンサルティング技能士、②標準レベルキャリア・コンサルタント　　※なお、旧登録キャリア・コンサルタントは含めないこと（資料参照）。

・「h.給与負担」欄において、給与の支給方法を明記のこと。

　※凡例　国費→国、地方公共団体→地、国・地方公共団体両方→両（地）、団体負担→団、国・団体両方→両（団）

・「i.団体勤務年数」欄において、応募団体での勤務年数を記入すること。

・「j.備考」欄に、若者自立支援に係る実績（「キャリコン支援経験４年」等）、その他特筆すべき事項があれば記入すること。

スタッフ体制

年　　月 経　　　　　　　　　　　歴 期　　間

職名 氏名及び年齢 勤務形態 従事内容 保有資格 給与負担 団体勤務年数 備考（実績、その他）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



（参考資料）

キャリアコンサルタント有資格者とは・・・

◆標準レベルキャリア・コンサルタント試験一覧

◆標準レベルキャリア・コンサルタント関連講座一覧

※企画書に記載できるキャリアコンサルタントとは見なさないもの

試験名（試験実施機関名）
公益財団法人日本生産性本部認定キャリア・コンサルタント資格試験
（公益財団法人　日本生産性本部）
キャリア・コンサルタント試験
（一般社団法人　日本産業カウンセラー協会）
TCCマスター・キャリアカウンセラー認定試験
（テンプスタッフキャリアコンサルティング株式会社）
CDA資格認定試験
（特定非営利活動法人　日本キャリア開発協会）
日本キャリア・マネージメント・カウンセラー協会認定キャリア・コンサルタント資格試験
（特定非営利活動法人　日本キャリア・マネージメント・カウンセラー協会）

人材開発協会認定キャリア・カウンセラー試験
（有限責任中間法人　人材開発協会）

キャリア・コンサルタント養成講座
（独立行政法人　雇用・能力開発機構）
日本経団連キャリア・アドバイザー養成講座
（社団法人日本経済団体連合会）

公益財団法人関西カウンセリングセンターキャリア・コンサルタント認定試験
（公益財団法人　関西カウンセリングセンター）
GCDF-Japan試験
（特定非営利活動法人　キャリアカウンセリング協会）
株式会社テクノファ認定キャリア・カウンセラー（キャリア・コンサルタント）能力評価試験
（株式会社　テクノファ）
ICDS委員会認定ICDSキャリア・コンサルタント検定
（NPO法人　ICDS）
NPO生涯学習キャリア・コンサルタント検定試験
（特定非営利活動法人　エヌピーオー生涯学習）
ＨＲ総研認定キャリア・コンサルタント能力評価試験
（株式会社　フルキャストＨＲ総研）

○ ジョブ・カード講習（※）（14時間程度）を修了した者等。

※ ジョブ・カード制度の概要、ジョブ・カードの作成支援、交付方法等

※ キャリアコンサルタント有資格者のほか、人事・労務関係業務の経験がある等一定の要件を満た
す者も受けることができる。

① キャリア・コンサルティング技能士（1級・2級）

○ 技能検定職種のひとつとして実施されているキャリア・コンサルティング技能検定（1級（指導レベル）及び2級

（熟練レベル））合格者。

○ キャリア・コンサルタント養成講座（140時間。厚生労働省が示した養成モデルカリキュラム（※）を満たすも

の）を受講等を経て、キャリア・コンサルタント能力評価試験に合格した者等。

※キャリア・コンサルティングを行うための基本的知識やスキル（キャリア理論、カウンセリング理論、職業能

力開発、人事労理・労働関係法の知識、カウンセリング・スキル、適性検査等）

② 標準レベルキャリア・コンサルタント

ジョブ・カード作成アドバイザー（旧登録キャリア・コンサルタント） 資格ではない


